
船橋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴

児に対して補聴器の購入（製作を含む。以下同じ。）に要する費用の一部を助

成する事業について必要な事項を定めることにより、難聴児の健全な言語、

社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（交付対象児童） 

第２条 補聴器購入費等助成金の交付対象となる「軽度・中等度難聴児」とは、

次の各号のすべてを満たす１８歳未満の児童とする。 

（１）市内に住所を有する児童。 

（２）両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満で、身体障害者

手帳の交付対象とならない児童。ただし、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第

１項の規定による指定医療機関の医師（以下「医師」という。）が補聴器の

装用の必要を認めた場合は、３０デシベル未満の難聴児についても対象と

する。 

（３）補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が

判断する児童。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該児童又はその属する世帯の他の世帯員のう

ち、補聴器購入費等助成金の交付申請のあった月の属する年度（当該申請が

４月から６月までの間に行われた場合においては、前年度）における市町村

民税所得割額が４６万円以上の者がいる場合は、この事業の助成対象外とす

る。 

ただし、所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律

（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２９２条第１項第８号に規定する扶養親族（１６歳未

満の者に限る。（以下「扶養親族」という。））及び同法第３１４条の２第１項

第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満の者に限る。（以下「特定扶養

親族」という。））があるときは、同号に規定する額（扶養親族に係るもの及

び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを除く。）に限

る。）に同法第３１４条の３第１項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を

控除するものとする。 

（対象補聴器） 

第３条 助成の対象となる補聴器の種類、１台当たりの基準価格（以下「基準

療育支援課 



価格」という。）及び耐用年数は、別表のとおりとする。 

（助成金の算定基礎） 

第４条 補聴器購入費等助成金の算定基礎となる額は、第２条に規定する交付

対象児童（以下「対象児童」という。）が新たに補聴器の購入に要した費用又

は本要綱に基づき購入した補聴器について別表の耐用年数経過後の更新に要

した費用（以下「購入費等」という。）と別表の基準価格とを比較して少ない

方の額とする。 

２ 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等

真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合

の補聴器購入費等助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について

購入費等と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。 

（助成金の交付額） 

第５条 補聴器購入費等助成金の交付額は、前条に定める額の３分の２（１，

０００円未満切り捨て。）とする。 

（交付申請） 

第６条 補聴器購入費等助成金の交付を希望する対象児童の保護者（以下「申

請者」という。）は、船橋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申

請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市

長に申請するものとする。 

（１）医師が、対象児童の聴力検査を実施し、交付した、船橋市軽度・中等度

難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書（第２号の１様式又は第２号の２

様式。以下「意見書」という。） 

（２）意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

２ 補聴器購入後の補聴器購入費等助成金交付申請については、これを認めな

い。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類を審査して

補聴器購入費等助成金の交付の可否を決定し、当該決定の内容を船橋市軽

度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付可否決定通知書（第３号様式）

により申請者に通知するものとする。補聴器購入費等助成金を交付すること

を決定した場合は、船橋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券（第４

号様式。以下「助成券」という。）を併せて交付するものとする。 

（決定の取り消し） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補聴器購入費等助成

金の交付の決定を取り消すことができる。 



（１）虚偽又は不正の手段により補聴器購入費等助成金を受けたとき。 

（２）補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供した

とき。 

（３）その他補聴器購入費等助成金の交付が不適当と市長が認めるとき。 

（補聴器購入） 

第９条 申請者は、交付決定後速やかに、船橋市軽度・中等度難聴児補聴器購

入費等助成金交付決定通知書に記載された補聴器販売業者から補聴器を購入

するものとする。 

（助成金の請求及び支払い） 

第１０条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費用の全額を補

聴器販売業者に支払った後、船橋市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成

金請求書（第５号の１様式。以下「請求書」という。）に助成券及び領収書を

添えて、市長に補聴器購入費等助成金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査のうえ、第５

条に規定する助成額を支払うものとする。 

（代理受領） 

第１１条 市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者に代わり補聴器販売業者

に助成額を支払う方法（以下「代理受領方式」という。）によることができる

ものとする。 

２ 申請者は、代理受領方式による場合は、補聴器販売業者に対し、助成券を

提出し、かつ、委任状（第６号様式）により補聴器購入費等助成金の請求及

び受領を委任するものとする。 

３ 申請者は、代理受領方式による場合は、補聴器購入費用から補聴器購入費

等助成金の交付額を控除した額を補聴器販売業者に支払うものとする。 

４ 補聴器販売業者は、代理受領方式による場合は、船橋市軽度・中等度難聴

児補聴器購入費等助成金代理受領に係る請求書（第５号の２様式）に助成券

及び委任状を添えて、市長に補聴器購入費等助成金を請求するものとする。 

５ 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査のうえ、第５

条に規定する助成額を支払うものとする。 

（関係帳簿の整備） 

第１２条 市長は、補聴器購入費等助成金の交付に当たって、船橋市軽度・中

等度難聴児補聴器購入費等助成金支給決定簿（第７号様式）を備え、必要な

事項を記載するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めのないものについては、厚生労働省社会・援護局障

害福祉保健部長通知「補装具費支給事務取扱指針について」の別添「補装具



費事務取扱指針」（平成１８年９月２９日障発第０９２９００６号）に準ずる

ほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年１２月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


